
7 月診療分からの被災者医療の取り扱いと請求方法について 

 

7 月 1 日から、被災者に対して保険診療を行う際、保険証の確認とともに、「医療費の一部負担金の免

除証明書」（以下免除証明書）を提示した方のみ窓口での一部負担金が免除されます。先に発行されてい

る被災者証明書とは異なるのでご注意ください。 
窓口での「免除証明書」の提示がない場合は、原則一部負担金の受領を行います。しかし、何らかの理

由により免除証明書の提示ができなく、被災者が一時的に負担金を支払った場合であっても、患者は各

保険者に還付請求が行えるので、領収書を忘れず発行してください。 
 
1. 窓口での確認 

「保険証」、「免除証明書」を確認します。 
 ※市区町村の被災状況等により免除証明書の発行が遅滞している下記の地域は、表 1 の期日から免 

除証明書の提示となります。 
（被災の状況により免除証明書の発行が困難な地域） 

表 1 免除証明書の提示が必要とされる期日 

県名 市町村名 免除証明書の提示が必要とな

る日 

岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、

山田町 

平成 23年８月１日 

宮城県 女川町 平成 23年１０月１日 

南三陸町 平成 23年９月１日 

福島県 田村市、南相馬市 平成 23年８月１日 

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊

町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 

免除期間の終了日まで免除証

明書の提示は不要 

 
2. 免除期間 

一部負担金の免除期間は、平成 24 年 2 月 29 日までとされています。 
 ※「主たる生計維持者の行方が不明な旨」により免除されている被災者は、生計維持 

者の行方が明らかとなるまでの期間に限ります。 
 

3. 7 月診療分からの診療報酬明細書の記載方法 
① 免除証明書を持参した被災者のレセプト 

上部空白に赤色で「災 1」、「一部負担金額」欄の「免除」をマルで囲むか、「免除」と記載しま

す（資料-1）。 

② 上記の地域は、免除証明書の提示が必要とされる期日までは 6 月診療分までの記載方法となり、

上部空白に赤色で「災 1」、「一部負担金額」欄の「支払猶予」をマルで囲むか、「支払猶予」と

記載します（資料-2）。期日以降は、①の記載方法になります。 



 



 


